
 

春日市子ども・子育てすくすくプラン（春日市子ども・子育て支援事業計画） 

の一部変更について 

 

 

上記の計画について、一部を変更します。 

 

 

 

平成３１年 ４月 １日 

 

 

春日市長 井 上 澄 和       

 

 

 

変更内容 

 平成２７年３月に策定した春日市子ども・子育てすくすくプラン（春日市子ども・子育

て支援事業計画）の一部「第５章 子ども・子育て支援事業計画」の「３．地域子ども・

子育て支援事業の充実」中、｢２．地域子育て支援拠点事業」を添付「新旧対照表 地域子

育て支援拠点事業」のとおり変更するもの。 

 

変更の目的等 

 これまで須玖児童センターで実施していた地域子育て支援拠点事業に加え、事業の充実

を図るため、他３館で実施していた類似事業（カンガルーの時間）についても、平成３１

年度から地域子育て支援拠点事業として実施するよう変更するもの。 



新旧対照表 

地域子育て支援拠点事業 

 

【改正前】 

 

図表 30 見込量（地域子育て支援拠点事業） 

年   度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

ニーズ量の
見込み 

15,439人 14,938人 14,670人 14,441人 14,231人 

供給可能な量 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 

確保の方策 
（内容） 

－ 

 

子育て支援センター「たんぽぽルーム」で実施している地域子育て支

援拠点事業でニーズ量を満たしていますが、市内に３か所ある児童セン

ターにおける類似事業（カンガルーの時間）により、さらにその充実を

図ります。 

 

 

【改正後】 

 

図表 30 見込量（地域子育て支援拠点事業） 

年   度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

ニーズ量の
見込み 

15,439人 14,938人 14,670人 14,441人 14,231人 

供給可能な量 １か所 １か所 １か所 １か所 4か所 

確保の方策 
（内容） 

－ 

 

須玖児童センター「たんぽぽルーム」で実施している地域子育て支援拠

点事業でニーズ量を満たしていますが、さらにその充実を図るため市内に

３か所ある指定児童センターにおいて、平成 31年度から地域子育て支援

拠点事業を開始します。 

 

 


